
第１回 

厚生労働省の労働安全衛生調査は頻出項目 

2018 ストレス 58％ 

正社員 派遣 契約 パート 

男性 仕事の質・量   失敗責任 対人関係 

女子 仕事の質・量   対人関係 敗責任 

 

メンタル不調 で１か月有業 6.7 

退職した 5.8 

取り組んでいる割合 59.2％ 

 

2024 ストレス 68.3％ 

正社員 契約 派遣 パート 

男性 仕事の量   失敗責任 仕事の質 

女子 仕事の量   失敗責任 対人関係 

 

メンタル不調 で１か月有業 10.2 

退職した 6.7 

取り組んでいる割合 63.2％ 

 

心の病が増加傾向にある企業の割合 

32.2％ 

30 代が一番多い 近年は１０～２０代が増加傾向 

2023年にはとうとう１０代～20 だ３０代を上回った 

 

労働者を保護する法律 

労働基準法 

労働安全衛生法（主に安全や健康）場合により刑事処罰の対象にもなりうる 

 

 

企業は「安全配慮義務」を行ったことを立証しなくてはいけない 

法律的には明文化はされていなが判例法理として認められている。 

立証できなければ責任問題となる。従業員の立証負担の低減。 

 

企業が適切対応を行ったと思っていても、従業員の健康に害する事が起これば企業は義務

違反と問われる事もある 



【２回目】 

終わり 

 

【３回目】 

36 協定 

１か月 45時間 １年 360までは時間外労働（災害でない限り 基準局に届けて必要） 

 

 

予見できない場合にそなえ特定条件は・・・ 

 

 

時間外労働には面接指導が義務（一般労働者は申し出のもの） 

 

新技術開発などのもの 

１か月あたり 100時間は超えた場合は申し出は不要で面接指導する 

 

高度プロフェッショナル労働で一定額以上の賃金がある職業 

労働時間の規定は適用されない 

しかし１か月あたり 100 時間を超えたら申し出は不要で面接指導義務 

 

50 人以上の事業所はストレスチェックを行うのは義務だが、労働者は必ず受ける義務はな

い 

2025年改正 50未満でも義務化になる予定 

 

 

 

第４回 

自殺対策 



2026年までに 2015 年の３０％減少を目指す 

対策は内閣府から厚生労働省に移管された 

 

ワークライフバランス 

仕事と生活のバランス 

経済的自立が可能な社会 

健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 

多様な働き方・生き方が選択できる社会（育児 介護 時短 在宅 女性や高齢者の就職） 

 

アブセンティーズム 

健康問題で欠勤 

 

 

プレゼンティーズム 

出勤はしているが生産性低下 

 

 

NIOSH 

仕事と健康の両立は可能 

健康であれば生産性が上がるという考え 

経営に健康を取り入れよう 

 

ワークエンゲージメント 

没頭 熱意（やりがい・誇り） 活力（仕事からエネルギーをもらっている） 

 

健康障害プロセス 

「仕事の要求度」（仕事で要求される負担）が高いと「バーンアウト」する、そうすると「ア

ウトカム、生産性がさがる」 

 

よって仕事の要求度を下げる事が大切 

 

一方、動機付けプロセスは 

個人の資源（個人が持っている強みなど）+仕事の仕事（裁量権や上司の助け） 

を高め、そこにワークエンゲージメント（没頭・熱意・活力）で 

生産性が上がる 

 



７つの S がある 

その中でハードスキルの３つは比較的変更や構築が楽 

組織・戦略・システム 

４つの S は改善が難しい（個人の資質にもよるから） 

スキル（ちなみに監督者はこれが一番重要） 

価値観 

人材 

スタイル 

 

 

１日６時間程度の睡眠しか確保できない場合 

４時間多く残業する事に相当する 

 

１か月続くと概ね８０時間残業した事に相当 

 

うつ病になりやすいのは 

発病直前 １か月前から 160 時間オーバー 

３週間前から 120時間オーバー 

 

 

第５回 

 

海馬で記憶と照合 

その評価をするのは大脳皮質 

その評価によって大脳辺縁系で感情が起こる 

 

その感情への身体の対応として視床下部にて 

自律神経 

内分泌 

免疫 

 

 

 

 

 

 



NIOSH  職業性ストレスモデル 

 

 

 

個人的要因 

年齢 性格 生活 

 

仕事以外の要因 

家族からの要求 

 

鑑賞要因 

同僚や上司の理解 

 

 

８０歳までは経験を生かした能力は生きる（結晶性知能） 

 

【第６回】 

 

躁うつ病 人口の２％ 

 

心身症はストレス要因と身体疾患の相関関係がはっきりわかるもの 

この関連を心身相関という 

 

 



脆弱性ストレスモデル＝ストレス要因にその人の性格や環境を加味してうつ病になる流れ

の事 

 

障がい者法定雇用率 民間 2.5％ 2027 年から 2.7％に引き上げ 

つまり４０人以上雇用している場合は一人雇用必要 

国 地方 2.8％ 

教育委員会 2.7％ 

 

 

【第７回】 

 

 

 

 

 



 

 

 

108×112/100 

 

これが１２１以上あれば健康リスクは平均より 21％高いと判断される 

できれば平均は 20以上 少なくとも 10人以上で行う事 

 

新しいストレスチェックシートには 

ポジティブな面も追加された 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

【８回目】 

問題焦点型コービング 

直接問題の根拠となる部分を解決する事 

 

情動焦点型コーピング 

間接的に（受けての方で・気にしないとか）解決する事 

 

睡眠 ６～８時間 

 

コルチゾールの消費に有効なのが有酸素運動 

 

背景公式 気持ちが落ち着いている 

第１公式 重たい 

第２公式 暖かい 

 

 

 

 



 

 

【第９回】 

心理的負荷 

・特別な出来事 

命に関係するもの 

１か月に 160時間を超える労働 

３週間に 120を超える労働 

 

・特別な出来事以外 

 極度とまでは言えない内容 重度ではない負荷「仕事の失敗」や「セクハラ」もこちら 

 

改正後は 6か月以前の特別な出来事も起因性に入れる事になった 

カスタマーハラスメントも加わった 

 

家族からみた疲労度チェックリストがある 

 

・長時間労働以外で考えられる精神的疲労 

自信を失う他県 

社会に糾弾された 

孤立している 

 

時間外労働の限度（３６協定） 

１か月 45 時間 

１年 360時間 



 

特別な場合の上限 

 

 

 

 

全ての労働者の健康診断 58.9がなんらかの所見あり 

もっとも高いのは血中脂質 

 

メタボ（啓発は一次予防 健康診断は二次予防） 

腹周り 

男性 85㎝以上 

女性 90㎝以上 

 

産業医等の面接指導の内容は「適切に加工し」事業者に提供 

あまり具体的な数値は診断名が提供しない 

他の従業員に影響がある病気の場合は別 

 

【第 10 回】 

 

 

 

 


